
信用保証協会は、中小企業のみなさまが事業資金の融資を受けられる時に、公的な立場でバックアップいたします。

LINEによる情報発信をしています！！

配信を希望される方は、右のＱＲコードをお読

み取りいただき、友だち登録をお願いします。

新型コロナウイルスに
関する経営相談窓口

設 置 中

● 女性創業セミナー2023 女性経営者たちの創業体験を聞いてみよう！
　 創業を考えている女性、創業間もない女性の方を応援します！！

● 「創業・第二創業のための助成金等活用セミナーin あわじ」を開催しました

● 関西学院大学で講義を行いました

● LINEによる情報発信を行っています
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EVENT / 女性創業セミナー2023

創業を考えている女性、創業間もない女性の方を応援します！！
「夢だった自分のお店を開きたい！」 「好きなことを仕事にしたい！」 
「子育てが一段落したので、空いた時間で何かやってみたい」こんな“創業
への想い”、お持ちではありませんか？ 創業に思いを馳せる女性の皆さん
にエールを送る「女性創業セミナー2023」を開催します。 このセミナーで
創業の想いを前に進めるきっかけをつかんで、夢を咲かせましょう！

参加費
無料

定員（先着）
会場：30名様
Web：40名様

120 WORKPLACE KOBE
神戸市中央区磯上通4丁目1-14
三宮スカイビル7Ｆ

会場

18：00 ～ 20：00
令和5年 7月12日 水開催

日時

会場開催とWeb配信（Zoomを利用）を
併用したハイブリッド形式
※ 参加ご希望の方は、会場参加もしくはWeb参加の
　 どちらかをお選びください。

開催形式

経営支援部 支援統括課／☎ 078-393-3920

申し込み
問い合わせ先

7月4日（火）までに、当協会のホームページからお申込みください。
※ トップページのバナーをクリックすると申し込みページに移ります。

主催 ： 兵庫県信用保証協会
後援 ：行 政 近畿経済産業局、近畿財務局神戸財務事務所、兵庫県、神戸市

支 援 機 関 神戸開業支援コンシェルジュチーム【（公財）神戸市産業振興財団、神戸ファッションマート、神戸商工会議所、（公財）ひょうご産業活性化センター、日本政策金融公庫、
兵庫県中小企業団体中央会、（公財）新産業創造研究機構】

専門家団体 （一社）兵庫県中小企業診断士協会

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

トークセッション  ／ 18：00 ～ 18：45
創業体験談や女性経営者ならではのエピソードなどについ
てお話しいただきます。 なかなか聞けない女性経営者たち
の体験談を通じ、創業や今後の事業展開に向けてのヒントを
提供します。 お見逃しなく!!

創業ミニセミナー  ／ 18：45 ～ 19：00
女性中小企業診断士の石川 梨絵子さんを講師とし、補助
金、助成金等の創業時の中小企業施策や各支援機関の支援
メニューをご紹介します。

交流会  ※ 会場参加の方のみ  ／ 19：05 ～ 20：00
想いを同じくする仲間づくりを応援します！ トークセッショ
ン出演者、創業ミニセミナーの講師を交え、参加者同士が語
り合える交流会を実施します。 創業にまつわる疑問や悩み
など、想いを同じくする者同士で楽しく意見交換し、創業話
に花を咲かせましょう！

兵庫県信用保証協会からのお知らせ
／ 19：00 ～ 19：05
当協会から、信用保証の仕組み、SSS保証等創業に関する
保証制度、外部専門家派遣制度等、創業時に役立つ情報を
ご紹介します。

参加対象となる方 以下のいずれかに該当し、当協会を利用中
または利用予定の女性

● 創業予定の女性 
● 創業後概ね5年未満の女性経営者 （第二創業を含む）

トークセッション出演者 ファシリテーター

（同） cup of talk coffee
代 表

丸山 いつ季さん 

ASTANE
代 表

田中 成美さん 

プラムコンサルティング
代 表／中小企業診断士

西川 和予さん 

至 明石 至 大阪
JR三ノ宮駅

阪急神戸三宮駅

阪神神戸三宮駅

ポートライナー
貿易センター駅

三宮・花時計前駅神戸市役所 磯上
公園

東遊園地

国道2号線

阪神高速神戸線

ポートライナー三宮駅

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド 会 場
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信用保証協会NEWS

　5月18日に、洲本商工会議所会館で「創業・第二創業のための助成金等活用セミナーinあわじ」を開催し、6名の方に参加いた
だきました。
　当日は、兵庫県よろず支援拠点コーディネーター 肱岡 直美さん（中小企業診断士）から創業・第二創業にあたっての必要な
知識や起業家助成金申請のポイントについて講演していただきました。
　また、当協会から創業等に関する保証制度や経営支援メニュー、SDGsに関する情報等を紹介したほか、肱岡 直美さんとの
個別相談会を実施しました。

01 「創業・第二創業のための助成金等活用セミナーin あわじ」を
開催しました

　5月16日に、将来的に起業を志す学生の方にそのノウハウを習得して
いただくことを目的として関西学院大学で講義を行いました。
　当日は、経済学部の学生23名に参加いただき、起業のノウハウや資
金調達方法、各種支援策等について当協会職員が説明を行った後、
グループワークでビジネスプランの作成を体験してもらいました。
　当協会では、引き続き大学や専門学校などへの出張講座を積極的
に行うなど、若い世代の創業に関する理解と関心を深める取り組みを
進めていきます。

02 関西学院大学で講義を行いました

当協会はLINE公式アカウントにて、保証時報発刊のお知

らせや各種イベント開催のご案内などの情報を配信してい

ます。 配信を希望する方は友だち登録をお願いします。 

友だち登録方法については、右記のQRコードをお読み取

りいただくと、友だち登録することができます。

LINEによる情報発信を行っています

友だち登録は
こちらから
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保証料とは、信用保証協会の保証により、融資を受けた場合に、中小企業者の皆さまが保証利用の対価としてお
支払いいただくものです。 保証料は、日本政策金融公庫に支払う保険料や信用保証協会の経費など信用保証制
度を健全に運営するうえで必要な費用に充当されます。

保証料はいつ支払う必要がありますか。
保証料は、融資実行時に当該保証協会付融資を取り扱う金融機関にお支払いいただきます。 当該金融機関は、保証
協会に代わって受領した保証料を信用保証協会に送金します。 なお、保証料は、一括支払いのほか、分割支払いが
できる場合がありますので、分割支払いの詳細は、各事務所・支所にお問い合わせください。

保証料の計算方法を教えてください。
保証料は、貸付金額、保証期間、保証料率、分割係数※１ 
に基づき、一定の計算式により算出されます。

分割返済の場合の保証料を算出する際に、返済回数に応じたより実質的な保証料を算出するための数値です。
係数は右記の分割係数表の通りです。

※１ 

[ 計算式 ]
保証料 ＝ 貸付金額 × 保証料率 × 保証期間（月数） ／ 12 × 分割係数 ※１

※ 満期一括返済の場合は、係数の掛け目はありません。

2回以上6回以下

7回以上12回以下

13回以上24回以下

25回以上

返済回数

0.70

0.65

0.60

0.55

均等分割返済

0.77

0.72

0.66

0.61

不均等分割返済

保証料率はどうやって決まりますか。
お客様の経営状況に応じて以下の９区分より決定します（下表参照）。
なお、特別な保険を利用する保証や全国統一の保証料率が既定されている保証等については、別途料率が定められ
ているものがあります。

責任共有
保証料率

貸借対照表あり

貸借対照表なし

1.90%

2.20%

1.75%

2.00%

1.55%

1.80%

1.35%

1.60%

1.15%

1.35%

1.15%

1.35%

1.00%

1.10%

0.80%

0.90%

0.60%

0.70%

0.45%

0.50%責任共有外
保証料率

貸借対照表あり

貸借対照表なし

保証料率区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

保証料の詳細につきましては、各事務所・支所にお問い合わせください。

信用保証協会を利用する場合に、保証料が必要になると

お聞きしましたが、保証料とはどのようなものですか？

■ 分割係数表
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　芦屋マリーナは、閑静な住宅街が広がる芦屋市の南部に位置
する潮芦屋に2004年にオープンしたマリーナです。マリーナ
内には、開放感のあるハーバーダイニング「マレロッソ」があり、
おしゃべりを楽しみながらコースランチやティータイムを
楽しむことができます。
　昼は船が出港するアクティブ感、夜は静音感が感じられ、
風景の楽しみ方もさまざまです。
　周辺には、会員制ホテル、結婚式場、スポーツクラブ、温浴
施設などの施設もあり、リゾート感あふれる芦屋の隠れた
絶景ポイントとなっています。

芦屋マリーナ

芦屋市総合公園
南芦屋浜に位置する緑豊かな公園です。 園内には
サッカー、ラグビーができるフィールド、フットサル
コート、バスケットコート、陸上競技場（400m陸上
トラックと天然芝フィールド）があります。さらに、子ども
も楽しめる大小さまざまな複合遊具のある広場や
昆虫、植物の観察ができるビオトープ池なども完備
しています。 敷地内にバーベキューが楽しめる人工
海浜公園があるのも人気の秘密。 休日などは多くの
人で賑わっています。

芦屋市

芦屋市にゆかりのある美術家を
中心に近代、現代の作品を展示。
芦屋の自然、歴史に関する文化
財、考古資料の収集、保存なども
行っています。

美術博物館
芦屋市の夏まつりイベント。 アー
ティストによるステージ演目や
6000発以上もの大迫力の打ち上
げ花火で人気。 今年の開催は7月
22日を予定しています。 

サマーカーニバル

公園内のビーチ

〒659-8501 芦屋市精道町7番6号

芦屋市企画部市長公室広報国際交流課

0797-31-2121（代表）
http://www.city.ashiya.lg.jp/ 

詳しくは
こちらから

谷崎潤一郎の原稿や書簡、日用
品、遺族や収集家が寄贈した資
料などを展示しています。 谷崎の
生涯と作品を知ることができる記
念館です。

谷崎潤一郎記念館

詳しくは
こちらから

〒659-0035 兵庫県芦屋市海洋町11-1
0797-35-6662

アクセス
【大阪方面より】 阪神高速3号（神戸線)「芦屋」出口より約5分
【神戸方面より】 阪神高速3号（神戸線)「深江」出口より約10分
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　阪神事務所は、尼崎市に事務所があります。 2年後に迫った

2025年の大阪・関西万博では、国内外からの多くの来場者が見込

まれており、これらの方々が兵庫県の玄関口である尼崎市をはじ

め、周辺の地域に観光などで訪れ、地域経済の活性化につながる

ことと思います。

　現在、地域の中小企業・小規模事業者の経営環境は、原材料高

騰や人手不足など課題が山積していますが、私達は金融機関や

関係機関との連携を密にし、「いのち輝く未来社会のデザイン」と

いう万博のテーマのように、輝く未来を目指す事業者の皆さまに

寄り添い、金融支援・経営支援に取り組みますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

阪神事務所

阪神事務所長

山本 貴史

副所長

戸田 茂

阪神事務所
（尼崎商工会議所会館3F）

保証相談一課

（左から） 小原、田中、佐々木、西尾課長、岩崎、藤田、荒井

☎ 06-6411-4146
担当地域／尼崎市、伊丹市

各地域の担当者

尼崎市中央部：岩崎
尼崎市南部、西部：藤田
伊丹市北部、中部：田中

尼崎市東部：佐々木、荒井
尼崎市北部、伊丹市南部：小原

調整相談課

（左から） 山本、牧野、藪内課長、大谷、島谷、市川

☎ 06-6411-4156
担当地域／尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡

各地域の担当者

尼崎市：牧野
芦屋市：島谷

西宮市：大谷
伊丹市、川西市、川辺郡：市川

宝塚市、三田市：山本

保証相談二課

（左から） 藤井、辻岡、三宅課長、尾上、坂口、小原

☎ 06-6411-4147
担当地域／西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡

各地域の担当者

西宮市南部：坂口
西宮市中部、芦屋市：藤井
宝塚市北部、西宮市北部、川辺郡：小原

宝塚市：辻岡
川西市、三田市：尾上

あなたのまちの
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中小企業・小規模事業者の皆さまをサポートする相談窓口を紹介いたします。

　姫路事務所は、中播磨及び西播磨地域を担当しています。 コス

ト高などの厳しい経済情勢、DXやSDGs等により経営環境が大き

く変化するなか、中小企業・小規模事業者の皆さまは事業の維

持・創造・発展に取り組まれています。

　私共は、金融機関や関係機関の皆さまと連携して、信用保証に

よる支援や調整相談、各種経営支援メニューを積極的に提供し、

支援してまいります。

　皆さまの状況に寄り添った最適な支援をご提案できるよう、精

一杯頑張ってまいりますので、下記担当者までお気軽にご相談く

ださい。よろしくお願いいたします。

姫路事務所

姫路事務所長

斎藤 慎介

副所長

福井 絵己子

姫路事務所

保証相談一課

（左から） 荒木、川床、浅井課長、藤田、八杉、伊藤

☎ 079-289-3611
担当地域／姫路市(区部を除く)

各地域の担当者

姫路市東部（家島町含む）：川床
姫路市西部：藤田

姫路市中央部：八杉、荒木、伊藤

調整相談課

（左から） 黒田、堀口課長、巻木、松井

☎ 079-289-3613
担当地域／姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎郡、
　　　　　揖保郡、赤穂郡、佐用郡

各地域の担当者

姫路事務所保証相談一課担当地域：巻木、松井
姫路事務所保証相談二課担当地域：黒田、松井

保証相談二課

（左から） 岡本、末吉、宮崎課長、森川、黒田、藤後

☎ 079-289-3612
担当地域／姫路市(区部に限る)、相生市、赤穂市、宍粟市、
　　　　　たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡

各地域の担当者

姫路市（飾磨区、広畑区、網干区）：森川
姫路市（余部区）、たつの市、揖保郡：末吉
姫路市（大津区、勝原区）、宍粟市、赤穂郡、佐用郡、神崎郡：黒田

相生市、赤穂市：岡本
書面審査担当：藤後



　軽トラはコンパクトで取り回しが良く、農業、林
業、建設業従事者にとってなくてはならないもの。
2003年に創業した有限会社エフクラスは、2017年
に軽バン・軽トラのアフターパーツブランド

「HARD CARGO」を立ち上げ、今や月商1億円
以上をたたき出しているベンチャー企業だ。代表
を務めるのは田中 宏之介氏。田中氏は、幼い頃か
ら自動車が好きで、幼稚園に通っていた頃から車
に関する雑誌を愛読していたという。
　｢漫画やゲームにはまったく興味がありませんでし
た。当時から大人が読むカー雑誌を隅から隅まで
読み、父に毎月、雑誌を買ってもらっていました。こ
の頃から大人になったら車に関する仕事をしたいと
思っていました｣。
　10代で整備士の資格を取得した。だが中央区で
車とは無関係の仕事に就き、起業を目的に貯金に
努めた。29歳になり灘区で車1台分のスペースがある
倉庫を借りて自動車のアフターパーツの企画、販売
と中古車販売を始めた。流行に合わせてさまざまな
パーツを企画したが、すべてが売れるわけではな
い。中古車販売も波がある。浮き沈みを経験しなが
ら｢流行に合わせるのではなく、流行をつくりたい｣と

7

起業の経緯

軽バン・軽トラを
アウトドアギアにするHARD CARGOで
新しい文化を生む。

有限会社エフクラス

代表取締役

田中 宏之介 氏

〒669-2231
丹波篠山市住吉台99-1
☎ 079-558-7211



いう思いが心に浮かんだ。日に日に思いは強くなるが、何をすべ
きかがわからなかった。
　｢まずは安定的に利益を得る方法が必要と感じました。そんな
とき三田市でフランチャイズのラーメン店を経営している方が、
ラーメン屋を辞めるとおっしゃるので権利を買いました。ラーメン
なら日銭が稼げるからです｣。

　ラーメン店経営を機に灘区から三田市へ移転。ラーメン店
は現場のスタッフに任せ、田中氏はアフターパーツを手がけな
がら、車に関することで流行に流されないものについて考えて
いた。
　｢ラーメンを食べに来る方は建設業の方が多く、駐車場にはた
くさんの軽トラが入って来ました。よく見ると軽トラの荷台にいろ
んな工夫をして荷物を上手に積んでいることがわかりました。そ
して、工夫をすればもっと便利になる。それがカッコ良いとなれ
ば軽トラは仕事以外にも使えるようになるのではないかと考えま
した｣。
　田中氏の軽トラをカッコ良くドレスアップするという発想は、アメ
リカのピックアップトラックが原点だ。
　｢アメリカでは運転免許を取るとピックアップトラックに乗る人
が多いのです。その後も毎日の買い物用に使うことも当たり前
で、しかもそれがカッコ良いんです。日本の軽トラもカッコ良くイ
メージチェンジすれば、新しい文化が生まれると考えました｣。
　決意をした田中氏は、建設業者を対象として軽トラの荷台に
取り付けて脚立を運ぶキャリアを開発。当初はH A R D 
CARGOのブランドも浸透しておらず、ラーメン店の利益で経営
をしていたという。

　転機が来たのは2020年のことだ。新型コロナウイルスのまん
延で、空前のアウトドアブームが到来。連日、｢キャリアをレジャー
用に使いたい｣と注文が入るようになった。ユーザーの声を聞き、
田中氏は｢これだ！｣と膝を打った。早速、サイドオーニング

や車に固定するタイプのルームテントなど軽トラでキャンプを
楽しむためのパーツを開発して世に送り出したところ大人気に
なった。
　｢同時に、タレントのライフスタイルを紹介する人気雑誌で、軽
トラで旅をすることをテーマとした記事広告企画を展開しまし
た。伝えたいのは価格ではなく遊び方だからです。さらに、人気
You Tuberやタレント、ミュージシャンとのコラボレーションで
HARD CARGOの魅力を発信しました｣。
　コラボレーションの相手や何をどのようにアピールするのかは
すべて田中氏が決める。決定の裏付けはマーケティングではなく
幼い頃から車を愛してきた田中氏の勘だ。この勘が正しいか否
かは右肩上がりの業績が物語っている。また、田中氏の手腕は、
軽バン・軽トラの新しい楽しみ方の提案に加えて自動車業界の
流通にも発揮されている。
　｢メーカーから小売り業者の間には問屋、卸業者があります。
弊社は自社販売サイトを運営しながらHARD CARGOの商品
を扱う特約店を全国に330社つくり、直結方式で販売していま
す。嬉しいことに特約店はどんどん増えています｣。
　HARD CARGOの説明不要のカッコ良さと機能性が求心力
となり、今では大手自動車メーカーがHARD CARGOを付け
た新車を全国の販売店で取り扱うようになっている。そして今、
事業拡大のために丹波篠山に移転した。18名のスタッフとともに
田中氏は、自動車業界の新しい潮流の中心に立っている。
　「僕たちは軽バン・軽トラと仲良くするためのツールなら何でも
つくれる。そして、どこまでも行けると確信しています」。
　もちろん目指すのは誰も走ったことのない道だ。

信用保証協会を利用して運転資金を確保しました

パーツをお届けするだけでなく、車両もお届けできるようになる

ために大量に車両を購入してストックしています。 そのための資

金として2022年12月、｢飛躍｣を利用しました。パーツも車両も、

注文をいただいてすぐに対応できるのは弊社の強み。 今後も融

資を利用してビジネスチャンスをつかみたいと思います。

8

事業内容について

飛躍のきっかけと今後の展望について
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月

保 証 状 況

保 証 申 込

保 証 承 諾

保証債務残高

代位弁済（元利）

件　数 金　額前年比 前年比 件　数 金　額前年比 前年比

（単位：件、百万円、%）

当月中 当期中

実際回収（元損）

1,970

1,839

−

147

−

142.0

149.1

−

127.8

−

35,149

32,389

−

1,996

650

159.6

171.2

−

163.9

173.4

1,970

1,839

130,201

147

−

142.0

149.1

99.5

127.8

−

35,149

32,389

1,811,177

1,996

650

159.6

171.2

96.7

163.9

173.4

令 和 　 年5

　4月の保証承諾のうち、運転資金は30,899百万円(前年同月比72.2％増)、設備資金は681百万円
(同47.4％増)となり、前年同月と比べ、運転資金、設備資金ともに上回った。資 金 使 途 別

　4月の業種別保証承諾の状況は、サービス業5,064百万円（前年同月比110.7％増）、製造業4,816百
万円（同76.4％増）、小売業3,824百万円（同76.4％増）、建設業9,185百万円（同74.2％増）、卸売業
5,159百万円（同73.8％増）、不動産業1,649百万円（同37.1％増）、飲食店763百万円（同28.8％増）、運
送・倉庫業1,660百万円（同12.0％増）等で前年同月を上回った。

業 種 別

　4月の金融機関群別保証承諾の状況は、地方銀行3,730百万円（前年同月比126.2％増）、信用組合
2,128百万円（同95.9％増）、第二地方銀行3,491百万円（同88.4％増）、信用金庫22,267百万円
（同61.5％増）、都市銀行761百万円（同42.2％増）で前年同月を上回った。

金融機関群別

60,000

40,000

30,000

50,000

20,000

10,000

保証承諾 （前年比較）
（単位：百万円）

令和4年 令和5年

4月

18,916

32,389

令和4年 令和5年

3月

33,536

52,877

令和4年 令和5年

2月

21,703

35,400

令和4年 令和5年

1月

19,298
22,892

令和3年 令和4年

12月

29,983

34,338

令和3年 令和4年

11月

25,055
28,121

令和3年 令和4年

10月

19,869

26,922

　4月の保証承諾は1,839件(前年同月比49.1％増)、32,389百万円(同71.2％増)となり、前年同月
と比べ、件数で606件、金額で13,473百万円上回った。
　また、保証申込は1,970件（同42.0％増）、35,149百万円（同59.6％増）となり、前年同月と比べ、
件数、金額ともに上回った。

保証承諾

0
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　4月末の保証債務残高は、130,201件(前年同月比0.5％減)、1,811,177百万円(同3.3％減)とな
り、前年同月と比べ、件数、金額ともに下回った。

保証債務残高

（単位：百万円）

1,500,000

2,000,000

1,900,000

1,800,000

1,700,000

1,600,000

保証債務残高 （前年比較）

令和4年 令和5年

4月

1,811,177

1,872,746

令和4年 令和5年

3月

1,815,754

1,879,278

令和4年 令和5年

2月

1,814,369

1,883,246

令和4年 令和5年

1月

1,819,229

1,890,735

令和3年 令和4年

12月

1,828,454

1,899,438

令和3年 令和4年

11月

1,830,095

1,901,414

令和3年 令和4年

10月

1,835,805

1,910,509

　4月の事故報告受付は、265件(前年同月比86.6％増)、3,119百万円(同70.6％増)となり、前年同
月と比べ、件数は123件増加し、金額は1,291百万円の増加となった。
　事故報告残高については、4月末で921件（同36.0％増）、9,893百万円（同27.3％増）となり、前年
同月と比べ、件数、金額ともに上回った。

事故報告

（単位：百万円）

0

2,000

2,500

3,000

3,500

1,000

500

1,500

事故報告受付 （前年比較）

令和4年 令和5年

4月

1,828

3,119

令和4年 令和5年

3月

1,942
2,276

令和4年 令和5年

2月

1,428

2,248

令和4年 令和5年

1月

1,870
2,072

令和3年 令和4年

12月

2,246
1,964

令和3年 令和4年

11月

1,567

2,044

令和3年 令和4年

10月

1,573
1,976

　4月の代位弁済は、147件(前年同月比27.8％増)、1,996百万円(同63.9％増)となり、前年同月と
比べ、件数で32件増加し、金額で779百万円の増加となった。

代位弁済（元利）

（単位：百万円）

0

500

1,000

1,500

2,500

2,000

令和4年 令和5年 

4月

1,217

1,996

令和4年 令和5年 

3月

993
1,256

令和4年 令和5年 

2月

1,075 1,026

令和4年 令和5年 

1月

1,235

2,172

令和3年 令和4年 

12月

1,106 1,087

令和3年 令和4年 

11月

1,067
899

令和3年 令和4年 

10月

991

1,413

代位弁済 （前年比較）
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信用保証をご利用できる方

※1 建設業、運送業、不動産業、旅行業を含みます。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数

3億円以下

3億円以下

1億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等 ※1

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※2

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下

900人以下

100人以下

50人以下

100人以下

200人以下

300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証をご利用
いただけます。

以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用できます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・サー
ビス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。 
第三者が介在・介入する申込はお断りします。

兵庫県信用保証協会のネットワーク

当協会はサンテレビの情報番組「あんてなサン」の番
組スポンサーをしています

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は
当協会が負担）。 ご希望の方は総務企画部企画調整課
（☎ 078-393-3922）までお申し出ください。

保証時報の送付について

● 女性企業家の皆さまへ
女性企業家相談窓口 ☎  078-393-3910

 (経営支援部 支援推進課内)

● 事業承継をお考えの皆さまへ
事業承継相談窓口 ☎  078-393-3962

 (経営支援部 支援推進課内)

● これから事業を開始する皆さまへ
創業準備相談窓口 ☎  078-393-3912

 (経営支援部 支援推進課内)

● 事業経営全般に関する相談について
経営サポート相談窓口 ☎  078-393-3969

 (経営支援部 支援推進課内)

あんてなサン （サンテレビ）
毎週日曜日／２２時～２２時３０分放送

788

みずほ銀行

姫路女学院高校

県姫路総合庁舎

本　　　所： （代表）

神戸事務所：

神戸阪急

法務局・ハローワーク

但馬銀行

県加古川総合庁舎

お客様総合相談室
寺 口 室 長 TEL 078-393-3905

経営支援部

本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口

北 野 副 部 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

戸 田 副 所 長

福 井 副 所 長

大 原 次 長

岩 川 次 長

按 田 次 長

松 田 副 所 長

大 禮 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

奥 田 副 所 長
（調整相談一課、二課）

代位弁済後のご返済等に関する
お客様総合相談窓口

※本所
杉之原副部長 TEL 078-393-3914管 理 部
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